
 

《令和４年度》瑞浪市地域防災計画の修正要旨 
 
 

１ 修正の趣旨 

国の防災基本計画の改正、令和３年に発生した災害の検証及び近年の施策の進展

等を踏まえ、市の地域防災計画の指針となる「岐阜県地域防災計画」が改訂されまし

たので、県計画との整合性を図ります。 

また、防災倉庫の物資・資機材備蓄状況等の情報を更新します。 

※文末のかっこ内は、新旧対照表の該当ページです。 

 

２ 主な修正内容 

（１）持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の取組みの推進（追記） 

   ＳＤＧｓの観点を踏まえた取組み、特に、目標１１「住み続けられるまちづく

りを」及び１３「気候変動に具体的な対策を」を目指した取組みの推進 

（Ｐ４） 

 

（２）市民の避難意識を高める取組みの実施（追記） 

  ①正常性バイアス（※）等の必要な知識を教える防災教育の推進（Ｐ１１） 

  ②住民自らが地域の災害リスクを把握し、適切な避難行動を考えるために作成す  

   るデジタル版を含めた「災害・避難カード」の普及促進（Ｐ２１） 

  ③避難所の開設状況や混雑状況等をホームページ等の多様な手段で周知（Ｐ２２、

Ｐ３７） 

  ④ＳＮＳ等を活用した避難情報等のプッシュ配信やデジタル技術等を活用した切

迫感のある広報・啓発の実施（Ｐ２４） 

※ 正常性バイアス・・・社会心理学、災害心理学などで使用されている心理学用 

語で自分にとって都合の悪い情報を無視したり、過小評 

価したりするという認知の特性のこと 

 

（３）道路災害対策（追記） 

①盛土の規制について、県が総合調整を行う組織を明確化するとともに、情報共 

 有を行う連携会議を開催（Ｐ１２） 

②関係機関と連携した道路啓開訓練を実施（Ｐ１９） 

 

（４）災害に強いまちの形成（追記） 

  ①市の災害特性に配慮した土地利用の誘導、自然環境の機能を活用すること等に 

   より地域のレジリエンスを高める「Ｅｃｏ―ＤＲＲ（生態系を活用した防災・  

   減災）及び「グリーンインフラ」の取組みの推進（Ｐ１３） 

  ②空き家等の状況の確認・措置（Ｐ１４） 

 

（５）デジタル技術を活用した防災対策の推進（追記） 

   効果的・効率的な防災対策を行うため、ＡＩ、ＩｏＴ、クラウドコンピューティ

ング技術、ＳＮＳの活用など、災害対応業務のデジタル化を推進（Ｐ１５） 

 

 

 



(６) 感染症対策の視点を取り入れた防災対策の推進（追記） 

   新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策を踏まえた積極的な訓練の実施、 

  避難所の整備・開設・運営及び関係部局の連携について追記（Ｐ８、Ｐ９～１０、

Ｐ１５、Ｐ１９、Ｐ２１～２２、Ｐ２６、Ｐ３５、Ｐ３７～３８） 

 

(７）地区防災計画と個別避難計画との整合（追記） 

   個別避難計画が作成されている避難行動要支援者が居住する地区において、個

別避難計画と地区防災計画との整合を図る。（Ｐ２１、Ｐ３０） 

 

(８）個別避難計画の作成（追記） 

   防災担当、福祉担当等の関係部局及び関係機関等と連携し、避難行動要支援者

ごとに個別避難計画を作成（Ｐ２２、Ｐ３０） 

 

(９) 感染症の自宅療養者等の避難対策（追記） 

   新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養者等の被災に備えて、県保

健所と連携し、平常時から、自宅療養者等に対し、居住地が危険エリアに該当す

るかを事前にハザードマップ等により確認するよう周知（Ｐ２５） 

 

(10）浸水想定区域内及び土砂災害計画区域内の要配慮者利用施設の避難対策 

（追記） 

   要配慮者利用施設の避難確保に関する計画の作成や避難訓練の実施への支援及

び確認並びに当該施設の所有者又は管理者への避難の確保に関する助言（Ｐ２９） 

 

（11）女性や子供等の安全に配慮した避難所運営（追記） 

   女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止するため、トイレを離隔させ

る、照明を増設する、注意喚起のためのポスターの掲載等を実施（Ｐ３８～３９） 

 

 (12) 広域避難に係る市の役割の明確化（修正） 

   県内の他の市町村への受入れについては、直接協議、他の都道府県への受入れ

については、県へ協議を要請（Ｐ３９～４０） 

 

(13) 「災害時」等の用語の意義を規定（修正） 

   防災基本計画の修正に伴い、「災害時」の用語の意義を「災害が発生し、又は発

生するおそれがある場合」に規定し、併せてその他の用語も定義（Ｐ２、Ｐ６～

７、Ｐ１０、Ｐ１４～１６、Ｐ２０、Ｐ２６～２８） 

 
 【資料編】 

 

(14) 第２警戒体制の組織図 

組織改編（Ｐ４３～４５、別紙第２） 

 

(15) 岐阜県災害対策本部（県本部）・県支部組織表 

令和４年度の組織表に修正（Ｐ４７、別紙第５） 

 

 



(16) 土砂災害警戒区域一覧、地すべり防止区域 

これまでの地すべり危険個所等一覧中、地すべり危険箇所を土砂災害警戒区域一

覧に加え、地すべり防止区域は単独の一覧として掲載（Ｐ６、Ｐ４７、別紙第６、

別紙第７） 

 

(17) 地震後に緊急点検するする農業用ダム・ため池一覧 

最新の内容に修正（Ｐ４７、別紙第８） 

 

(18) 防災（水防）倉庫 物資・資機材備蓄状況 

     最新の内容に修正（Ｐ５２、別紙第１０） 

 

(19) 岐阜県多治見土木事務所水防活動要綱抜粋 

多治見支隊長（多治見土木事務所長）の発表する氾濫危険情報（氾濫危険水位 

到達情報）、所長（副所長）による市長への避難情報発令に関する助言など最新の

内容に修正（Ｐ５２、別紙第１１） 

 


